
○我孫子市総合評価方式入札実施要綱  

平成 22年３月 31日  

告示第 87号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、本市が発注する建設工事のうち総合評価方式による入

札の実施に関し、我孫子市公募型競争入札（建設工事）実施要綱（平成 16

年告示第 16号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。  

（定義）  

第２条  この要綱において使用する用語の意義は、我孫子市公募型競争入札

（建設工事）実施要綱において使用する用語の例による。  

（総合評価方式の型式）  

第３条  この要綱に基づき実施する総合評価方式の型式は、国土交通省の定

める特別簡易型とする。  

（対象工事）  

第４条  総合評価方式による入札の対象となる建設工事は、次のいずれかに

該当する工事とする。  

(1) 設計金額が１億円以上の建設工事（特定建設工事共同企業体に発注す

る建設工事を除く。）  

(2) その他市長が必要があると認めた建設工事  

２  次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく入札によらな

いことができる。  

(1) 工期等の施工条件に照らして、総合評価方式によることが適当でない

場合  

(2) 発注する工事に特殊な機械又は専門的技術を要するため契約の相手

方が特定される場合  

（落札者決定基準等）  

第５条  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「令」という。）第

167条の 10の２第３項の規定により定める落札者決定基準は、評価基準、評



価の方法その他の基準とする。  

２  市長は、前項に規定する落札者決定基準を定めようとするときは、あら

かじめ２人以上の学識経験を有する者（他の工事の発注者の立場での実務

経験を有している者等を含む。）に意見を聴かなければならない。  

３  市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて当該落札者決定

基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要が

あるかどうかについて意見を聴くものとする。  

（評価基準）  

第６条  前条第１項の評価基準は、次の各号に定める項目につきそれぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1) 評価項目  評価項目は、工事の目的及び内容により必要となる技術的

要件等に応じ設定するものとする。  

(2) 得点配分  各評価項目に対する得点配分は、その必要度又は重要度に

応じて定めるものとする。  

(3) 評価項目の得点  評価項目の得点は、評価項目ごとに求めるものとす

る。この場合において、小数点以下３位があるときは、これを四捨五入

し、小数点以下２位まで算出するものとする。  

(4) 加算点  評価項目ごとの得点の合計を加算点とする。  

（入札公告）  

第７条  総合評価方式入札により建設工事に係る請負契約を締結しようとす

る場合における令第 167条の６第１項の入札について必要な事項は、次のと

おりとする。  

(1) 入札参加資格の審査の申請時に提出が必要な書類の内容及び提出期

間  

(2) 入札書の提出時に提出が必要な書類の内容及び提出期間  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項  

２  令第 167条の６第１項及び我孫子市財務規則（昭和 62年規則第９号。以下

「規則」という。）第 125条第１項の規定による公告をしたときは、我孫子



市ホームページに掲載する。  

（入札に必要な書類の提出等）  

第８条  この要綱に基づき入札に参加しようとする者（以下「入札者」とい

う。）は、入札参加資格の審査及び価格以外の条件についての評価のため、

次に掲げる書類を書留若しくは簡易書留又は電子入札システムの方法によ

り市長に提出しなければならない。  

(1) 入札参加資格審査申請書兼誓約書（様式第１号。以下「申請書兼誓約

書」という。）  

(2) 企業施工実績届（様式第２号）  

(3) 配置予定技術者施工経験届（様式第３号）  

(4) 各様式で指定された添付書類  

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条第２項に規定する公告において提出

を求めた書類  

２  入札参加資格の審査及び資格の有無の決定は、次の各号に定める建設工

事につきそれぞれ当該各号に定めるところにより行う。  

(1) 軽微な建設工事、小規模建設工事及び中規模建設工事  開札前に発注

主管課長及び契約主管課長が審査し、発注主管部長が資格の有無を決定

する。  

(2) 大規模建設工事  開札前に発注主管課長が我孫子市建設工事等入札

及び契約制度検討委員会の意見を聴き、その結果を我孫子市入札等審査

会に報告し、市長の決裁を得て資格の有無を決定する。  

３  第 1項の規定により提出された申請書兼誓約書及び書類 (以下「申請書等」

という。 )は、返却しない。  

４  申請書等を提出しない入札者による入札又は申請書等に必要事項が記載

されていない入札者による入札は、無効とする。  

５  申請書等の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。  

（評価の方法）  

第９条  評価は、技術評価点（標準点（ 100点）に加算点を加えた点数をいう。）



を当該入札者の入札価格で除した数値に予定価格の桁数から２を減じた値

を指数とする 10の累乗を乗じて得た数値（以下「評価値」という。）によ

り行う。この場合において、小数点以下５位があるときは、これを四捨五

入し、小数点以下４位まで算出するものとする。  

（落札者の決定）  

第 10条  落札者の決定は、次の各号のいずれにも該当する入札者のうち、評

価値の最も高い者を落札者とする。  

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。  

(2) 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。 

(3) 失格基準価格を設定した場合にあっては、当該価格を下回らないこと。 

２  評価値の最も高い者が２以上あるときは、次の各号に掲げる入札の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により落札者を決定するものとす

る。  

(1) 電子入札  電子入札システムの電子くじ機能を使用する方法  

(2) 郵便入札  入札者（当該入札者がくじ引に参加できないときは、入札

事務に関係のない市職員）にくじを引かせる方法  

（入札の無効）  

第 11条  次の各号（電子入札にあっては、第４号から第６号までを除く。）

のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

(1) 規則第 130条各号に該当するもの  

(2) 入札の際に提出された工事内訳書の合計金額と入札書に記載した金

額が一致しないもの  

(3) 入札書の記載事項に誤記又は記入漏れがあるもの  

(4) 入札書の入札金額の記載が訂正されているもの  

(5) 申請書兼誓約書に代表者の記名がないもの（代表者の押印を省略する

場合にあっては、責任者若しくは担当者の氏名又は連絡先の記載がない

もの）  

(6) 年間代理人が行う入札において市長が指定する日までに使用印鑑届



兼委任状の写しが提出されないもの  

(7) 所定の入札保証金を納付していない者（納付を免除された者を除く。）

が行ったもの  

(8) 落札資格決定の日までに市発注の工事成績について通知を受けた者

で、当該工事の成績に 60点未満の通知があったものが行ったもの  

（入札結果の公表）  

第 12条  市長は、総合評価方式により落札者を決定したときは、速やかに落

札者、入札価格及び評価値について公表しなければならない。  

２  前項の規定による公表は、我孫子市ホームページに掲載する方法による。 

（評価の説明）  

第 13条  入札者のうち落札者とならなかったものは、前条の規定による公表

を行った日の翌日から起算して５日（我孫子市の休日に関する条例（平成

元年条例第 21号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。）以内に、市

長に対し、落札者として選定されなかった理由について説明を求めること

ができる。  

（補則）  

第 14条  この要綱に定めるもののほか、建設工事に係る総合評価方式入札に

関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 22年４月１日から施行し、同日以後に公示する入札に

ついて適用する。  

（我孫子市総合評価落札方式の試行に関する要綱の廃止）  

２  我孫子市総合評価落札方式の試行に関する要綱（平成 20年告示第 202号）

は、廃止する。  

附  則（平成 24年４月 12日告示第 128号）  

（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。  



（経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の我孫子市公募型競争入札（建設工事）実施

要綱の規定、第２条の規定による改正後の我孫子市公募型競争入札（建設

工事以外）実施要綱の規定及び第３条の規定による改正後の我孫子市総合

評価方式入札実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公示する入札

から適用し、同日前に公示した入札については、なお従前の例による。  

附  則（平成 25年 11月１日告示第 238号）  

（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の我孫子市公募型競争入札（建設工事）実施

要綱の規定、第２条の規定による改正後の我孫子市公募型競争入札（建設

工事以外）実施要綱の規定、第３条の規定による改正後の我孫子市郵便入

札実施要領の規定及び第４条の規定による改正後の我孫子市総合評価方式

入札実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公示する入札から適用

し、同日前に公示した入札については、なお従前の例による。  

附  則（平成 29年３月 23日告示第 74号）  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 29年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の我孫子市公募型競争入札（建設工事）実施

要綱の規定、第２条の規定による改正後の我孫子市公募型プロポーザル実

施要綱の規定及び第３条の規定による改正後の我孫子市総合評価方式入札

実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公示する入札及びプロポー

ザルについて適用し、同日前に公示した入札及びプロポーザルについては、

なお従前の例による。  

附  則（平成 29年９月 21日告示第 226号）  

この告示は、公示の日から施行する。  



附  則（平成 29年 12月 27日告示第 308号）  

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則（令和２年９月 16日告示第 216号）  

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則（令和５年 12月 21日告示第 283号）抄  

（施行期日）  

１  この告示は、令和６年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の

規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整

をした上、なお当分の間、使用することができる。  

(1)から (74)まで  略  

(75) 我孫子市総合評価方式入札実施要綱  

附  則（令和６年１月 22日告示第 16号）  

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則（令和６年９月 27日告示第 236号）  

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則（令和７年３月 31日告示第 106号）  

この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 附  則（令和８年３月 10日告示第 76号）  

この告示は、令和８年４月１日から施行する。



 



 



 



 



様式第１号（第９条関係）  

（令５告示 283・令６告示 16・一部改正）  

様式第２号（第９条関係）  

（令６告示 236・一部改正）  

様式第３号（第９条関係）  

 


